
JP 2017-179934 A 2017.10.5

10

(57)【要約】
【課題】吊り屋根架構を高精度で組み立てることができ
る吊り屋根架構の構築方法を提供すること。
【解決手段】吊り屋根架構１は、複数の外周柱２０と、
外周柱２０同士を連結する外周梁３３と、平面視で四角
形枠状に配設されたトラス梁３１と、外周柱２０とトラ
ス梁３１とを連結する連結部材３４と、を備える。吊り
屋根架構の構築方法は、外周柱２０を建て込んで、その
後、外周柱２０と外周梁３３とを空中で接合するステッ
プＳ１１～Ｓ１３と、トラス梁受けベント４２を設置し
て、トラス梁受けベント４２上にトラス梁３１の一部で
あるトラス梁仕口部３１４を配置するステップＳ２１と
、連結部材３４を外周柱２０とトラス梁仕口部３１４と
の間に架設するステップＳ２２、Ｓ２３と、トラス梁３
１を空中で組み立てるステップＳ３１、Ｓ３２と、を備
える。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吊り屋根架構の構築方法であって、
　当該吊り屋根架構は、複数の外周柱と、当該外周柱同士を連結する外周梁と、平面視で
四角形枠状に配設されたトラス梁と、前記外周柱と前記トラス梁とを連結する連結部材と
、を備え、
　前記外周柱を建て込んで、その後、当該外周柱と前記外周梁とを空中で接合する工程と
、
　支保工を設置して、当該支保工上に、前記トラス梁の一部であるトラス梁仕口部を配置
する工程と、
　前記連結部材を、前記外周柱と前記トラス梁仕口部との間に架設する工程と、
　前記トラス梁を空中で組み立てる工程と、を備えることを特徴とする吊り屋根架構の構
築方法。
【請求項２】
　前記外周柱のうち少なくとも２本は、斜め柱であり、
　当該斜め柱を建て込む工程では、床面上に回転可能に設置されたヒンジ部材と、当該ヒ
ンジ部材の上に設けられて延伸可能なジャッキと、当該ジャッキの上に設けられた支持部
材と、を備える方杖部材を用意し、
　前記斜め柱の下端部を床面上に取り付けるとともに、当該斜め柱の中間部を前記方杖部
材で支持することで、前記斜め柱を所定の位置に建て込むことを特徴とする請求項１に記
載の吊り屋根架構の構築方法。
【請求項３】
　前記トラス梁仕口部と前記連結部材との連結部分、および、前記外周柱と前記連結部材
との連結部分には、それぞれ、ピン挿通孔が形成され、
　前記連結部材を前記斜め柱と前記トラス梁仕口部との間に架設する工程では、ピンの先
端に、先端に向かうに従って細径となるピン誘導板を取り付けて、
　当該ピン誘導板の先端を前記２つのピン挿通孔に挿通することで、前記ピンを前記２つ
のピン挿通孔に誘導して挿通することを特徴とする請求項１に記載の吊り屋根架構の構築
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の屋根の下に大空間を形成するための吊り屋根架構の構築方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、音楽ホールや室内競技場などは、種々の催しにも対応できるように、大空間
屋根架構が要請されてきた。この屋根架構としては、柱間隔を長スパン化するために、ト
ラス梁構造、アーチ構造、シェル構造、膜構造が開発されてきた。このうち、アーチ構造
、シェル構造、膜構造は、施工手順が複雑であるうえに、工期が長期化する場合が多く、
屋根架構として採用されることは少なかった。これに対して、トラス梁構造は、構造形式
が明快で、施工が容易であることから、屋根架構として数多く採用されてきた（特許文献
１、２参照）。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、鉄骨トラス梁からなるドーム状構造物が開示されている。こ
のドーム状構造物では、アーチ状をなす複数のトラス梁が略平行に配置されるとともに、
これらトラス梁と交差するように、複数のトラス梁が略平行に配置され、ドーム状の屋根
架構が形成されている。
　また、特許文献２には、トラス張弦梁で構成した屋根架構が開示されている。トラス張
弦梁は、並列配置された２本の上弦材と、これら上弦材に沿って配置された１本の下弦材
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と、上弦材と下弦材を連結する複数本の斜め材とで構成されている。
【０００４】
　しかしながら、大規模な屋根架構をトラス梁のみで構成するには、屋根面を覆うために
、長スパンでかつ梁せい（梁の高さ）が大きいトラス梁が必要であった。そこで、梁せい
を低く抑えようとすると、交差するように架設したトラス梁で屋根面を支持するか、また
は、隣接するトラス梁同士の間隔を狭める必要があった。
　また、トラス梁は多数の部材で構成されるため、特許文献１、２のようなトラス梁を多
数配置すると、部材同士の接合箇所が多くなって工期が長期化する傾向があった。
　また、屋根架構をトラス梁のみで構築すると、屋根面を支えるトラス梁の両端付近の柱
や壁の近傍では、室内空間の天井高さが低くなり、使い勝手が低下する、という問題があ
った。
　また、トラス梁は多数の斜め材で構成されるため、特許文献１、２のように多数のトラ
ス梁を用いた屋根架構では、斜め材同士の接合箇所が多くなり、施工精度の確保が困難と
なる、という問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４１５３８８５号公報
【特許文献２】特開２０１１－１０２５００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　吊り屋根架構は、実施事例が極めて少なく、施工経験者が少ないという背景があるとと
もに、屋根部分を柱から吊り下げ支持する連結部材のわずかな取り付け位置の施工誤差が
、屋根架構の応力と変形に大きな影響を与える、という問題があった。
【０００７】
　上記を踏まえて、本発明は、屋根架構を高精度で組み立てることができる吊り屋根架構
の構築方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の発明の吊り屋根架構の構築方法は、吊り屋根架構（例えば、後述の吊り屋根架構
１）の構築方法であって、当該吊り屋根架構は、複数の外周柱（例えば、後述の外周柱２
０、２０Ｂ、２０Ｃ）と、当該外周柱同士を連結する外周梁（例えば、後述の外周梁３３
）と、平面視で四角形枠状に配設されたトラス梁（例えば、後述のトラス梁３１）と、前
記外周柱と前記トラス梁とを連結する連結部材と、を備え、前記外周柱を建て込んで、そ
の後、当該外周柱と前記外周梁とを空中で接合する工程（例えば、後述のステップＳ１１
～Ｓ１３）と、支保工（例えば、後述のトラス梁受けベント４２）を設置して、当該支保
工上に、前記トラス梁の一部であるトラス梁仕口部（例えば、後述のトラス梁仕口部３１
４）を配置する工程（例えば、後述のステップＳ２１）と、前記連結部材を、前記外周柱
と前記トラス梁仕口部との間に架設する工程（例えば、後述のステップＳ２２、Ｓ２３）
と、前記トラス梁を空中で組み立てる工程（例えば、後述のステップＳ３１、Ｓ３２）と
、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　この発明によれば、トラス梁を構成するトラス梁仕口部が支保工に支持されるとともに
、外周柱を所定の位置に建て込んだ状態で、連結部材を揚重機で吊り上げて、トラス梁仕
口部および外周柱に接合する。このとき、外周柱と連結部材との接合部分の位置、あるい
は、連結部材とトラス梁仕口部との接合部分の三次元空間上の位置を、光波で計測しなが
ら、空中接合する。これにより、大規模に支保工を設置して、この支保工上に屋根架構を
構築するのではなく、外周柱からトラス梁を含む屋根部分を精度良く吊り下げ支持できる
。
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　また、本発明では、外周柱、外周梁およびトラス梁を接合した後、トラス梁同士の間お
よびトラス梁と外周梁との間に小梁を架設することで、吊り屋根架構を高い精度で組み立
てることができる。
【００１０】
　第２の発明の吊り屋根架構の構築方法は、前記外周柱のうち少なくとも２本は、斜め柱
であり、当該斜め柱を建て込む工程では、床面（例えば、後述の床面２）上に回動可能に
設置されたヒンジ部材（例えば、後述のヒンジ部材５１）と、当該ヒンジ部材の上に設け
られて延伸可能なジャッキ（例えば、後述のジャッキ５２）と、当該ジャッキの上に設け
られた支持部材（例えば、後述の支持部材５３）と、を備える方杖部材（例えば、後述の
方杖部材５０）を用意し、前記斜め柱の下端部を床面上に取り付けるとともに、当該斜め
柱の中間部を前記方杖部材で支持することで、前記斜め柱を所定の位置に建て込むことを
特徴とする。
【００１１】
　この発明によれば、回転機能を有するヒンジ部材および延伸機能を有するジャッキを備
えた方杖部材を用いて、斜め柱を支持した。よって、方杖部材のヒンジ部材およびジャッ
キによって、斜め柱の建込み位置を容易に三次元空間上で調整することが可能であり、か
つ、斜め柱の転倒を防止しつつ、斜め柱を所定位置に傾斜した状態で建て込むことができ
る。
【００１２】
　第３の発明の吊り屋根架構の構築方法は、前記トラス梁仕口部と前記連結部材との連結
部分、および、前記外周柱と前記連結部材との連結部分には、それぞれ、ピン挿通孔（例
えば、後述のピン挿通孔３４２、３４３）が形成され、前記連結部材を前記斜め柱と前記
トラス梁仕口部との間に架設する工程では、ピン（例えば、後述のピン３４１）の先端に
、先端に向かうに従って細径となるピン誘導板（例えば、後述のピン誘導板３４４）を取
り付けて、当該ピン誘導板の先端を前記２つのピン挿通孔に挿通することで、前記ピンを
前記２つのピン挿通孔に誘導して挿通することを特徴とすることを特徴とする。
【００１３】
　この発明によれば、ピンの先端にピン誘導板を取り付けて、このピン誘導版によりピン
のピン挿通孔への挿入を誘導することで、ピンとピン挿通孔との隙間が僅かな場合や、ピ
ン挿通孔同士が多少位置ずれしている場合でも、ピンを円滑、かつ確実にピン挿通孔に挿
入することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の吊り屋根架構の構築方法によれば、吊り屋根架構を高精度で組み立てることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る吊り屋根架構の平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ縦断面図である。
【図３】吊り屋根架構の斜視図である。
【図４】吊り屋根架構の主要な骨組みを示す模式的な斜視図である。
【図５】吊り屋根架構に作用する力を示す説明図（その１）である。
【図６】吊り屋根架構に作用する力を示す説明図（その２）である。
【図７】吊り屋根架構の構築手順のフローチャートである。
【図８】吊り屋根架構の構築手順を示す説明図（その１）である。
【図９】吊り屋根架構の構築手順を示す説明図（その２）である。
【図１０】吊り屋根架構の構築手順を示す説明図（その３）である。
【図１１】吊り屋根架構の構築手順を示す説明図（その４）である。
【図１２】吊り屋根架構の外周柱を建て込む手順のフローチャートである。
【図１３】吊り屋根架構の外周柱を建て込む手順を示す説明図（その１）である。
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【図１４】吊り屋根架構の外周柱を建て込む手順を示す説明図（その２）である。
【図１５】吊り屋根架構の連結部材の取り付け手順のフローチャートである。
【図１６】吊り屋根架構の連結部材の取り付け手順を示す説明図（その１）である。
【図１７】吊り屋根架構の連結部材の取り付け手順を示す説明図（その２）である。
【図１８】吊り屋根架構の連結部材の取り付け手順を示す説明図（その３）である。
【図１９】吊り屋根架構のトラス梁の構築手順のフローチャートである。
【図２０】吊り屋根架構のトラス梁の構築手順を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明者らは、本発明者らは、高所位置において、鉛直部材（外周柱）および水平部材
（外周梁）に、複数の吊り部材（連結部材、トラス梁）を接合する方法として、斜め方向
に延びる鉛直部材を、延伸機能を備えたヒンジ部材を含む方杖部材で支持するとともに、
複数の揚重機械を使用して、鉛直部材、水平部材、および吊り部材（連結部材、トラス梁
）の三次元位置座標を計測しながら空中にて接合することで、高い施工精度を確保できる
ことに着目し、吊り屋根架構の構築方法の発明に至った。
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る吊り屋根架構１の平面図であり、図２は、図１のＡ
－Ａ縦断面図である。図３は、吊り屋根架構１の斜視図である。
　吊り屋根架構１は、地中に構築された基礎部１０と、この基礎部１０に沿って設けられ
た複数の鉄骨造の外周柱２０と、これら外周柱２０に支持された鉄骨造の屋根架構３０と
、を備える。
【００１８】
　基礎部１０は、図１中破線で示すように、平面視で略正方形の枠状に構築されている。
この基礎部１０の４つの角部のうち、図１中左下側を角部１０Ａ、この角部１０Ａに隣り
合う角部を角部１０Ｂ、角部１０Ａの対角線上に位置する角部を角部１０Ｃとする。
【００１９】
　また、屋根架構３０は、平面視で菱形状であり、この屋根架構３０の４つの角部のうち
、図１中左下側の角部を角部３０Ａ、この角部３０Ａに隣り合う角部を角部３０Ｂ、角部
３０Ａの対角線上に位置する角部を角部３０Ｃとする。
【００２０】
　屋根架構３０の角部３０Ａは、基礎部１０の角部１０Ａの直上に位置している。屋根架
構３０の角部３０Ａを支持する外周柱を外周柱２０Ａとすると、この外周柱２０Ａは、基
礎部１０の角部１０Ａから略鉛直に延びている。
　また、この角部３０Ａつまり外周柱２０Ａの両側面には、外周柱２０に沿って延びる一
対の外周ブレース材２１Ａが配設されている。
【００２１】
　屋根架構３０の角部３０Ｂは、基礎部１０よりも内側に位置している。屋根架構３０の
角部３０Ｂを支持する３本の外周柱を外周柱２０Ｂとすると、これら外周柱２０Ｂは、基
礎部１０の角部１０Ｂ付近から内側に傾斜して延びている。
　また、基礎部１０の角部１０Ａから角部１０Ｂまで並んだ外周柱２０については、角部
１０Ａから角部１０Ｂに向かうに従って、内側への倒れ（水平面に対する傾斜角度）が大
きくなってゆく。
　また、この角部３０Ｂつまり外周柱２０Ｂの両側面には、外周柱２０、２０Ｂに沿って
延びる一対の外周ブレース材２１Ｂが配設されている。
【００２２】
　屋根架構３０の角部３０Ｃは、基礎部１０よりも内側に位置している。屋根架構３０の
角部３０Ｃを支持する３本の外周柱を外周柱２０Ｃとすると、これら外周柱２０Ｃは、基
礎部１０の角部１０Ｃ付近から内側に傾斜して延びている。
　また、屋根架構３０の角部３０Ｂから角部３０Ｃまでの部分は、基礎部１０の角部１０
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Ｂから角部１０Ｃまでの部分に略並行であり、基礎部１０の角部１０Ｂから角部１０Ｃま
で並んだ外周柱２０については、内側への倒れが一定となっている。
【００２３】
　また、この角部３０Ｃつまり外周柱２０Ｃの両側面には、外周柱２０、２０Ｃに沿って
延びる一対の外周ブレース材２１Ｃが配設されている。
　図１～図３に示すように、上述の外周柱２０Ｂ、２０Ｃは、外周柱２０Ａよりも材軸方
向に長く、水平面に対して傾斜した斜め柱である。これら斜め柱である外周柱２０Ｂ、２
０Ｃは、外周梁３３で連結されている。
【００２４】
　図４は、吊り屋根架構１の主な骨組みを示す模式的な斜視図である。図４では、外周柱
２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ以外の外周柱２０、後述の内側小梁３２、および外側小梁３５の
表示を省略している。
　屋根架構３０は、平面視で枠状のトラス梁３１と、このトラス梁３１の上端部同士の間
に格子状に架設された内側小梁３２と、トラス梁３１を囲んで設けられて隣接する外周柱
２０同士を連結する枠状の外周梁３３と、トラス梁３１の下端と外周柱２０とを連結する
４本の連結部材３４と、トラス梁３１の角部の上端と外周柱２０との間に格子状に架設さ
れた外側小梁３５と、を備える。
　ここで、トラス梁３１と、このトラス梁３１で囲まれた構造体である内側小梁３２と、
を中央屋根架構３７とする。
【００２５】
　トラス梁３１は、側面視でトラス形状であり、平面視で菱形の枠状である。すなわち、
トラス梁３１は、直線状に延びる４本のトラス部材３６を接合して構成される。このトラ
ス梁３１の４つの角部つまり４本のトラス部材３６同士の接合部分を、角部３１Ａ、３１
Ｂ、３１Ｃとする。
　各トラス梁３１は、図２に示すように、略水平に直線状に延びる下弦材３１１と、下弦
材３１１の上方に配置されて下弦材３１１と略平行に直線状に延びる上弦材３１２と、下
弦材３１１と上弦材３１２とを連結する斜め材３１３と、を備える。
【００２６】
　外周梁３３は、平面視で菱形の枠状である。この外周梁３３は、所定間隔おきに、外周
柱２０で支持されている。この外周梁３３の４つの角部は、屋根架構の角部３０Ａ、３０
Ｂ、３０Ｃとなっている。
【００２７】
　連結部材３４は、菱形状のトラス梁３１の４つの角部３１Ａ、３１Ｂ、３１Ｃの下弦材
３１１と、外周柱２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃと、を連結する。これにより、外周柱２０Ａ、
２０Ｂ、２０Ｃは、連結部材３４を介して、トラス梁３１を吊り下げ支持している。
　これら連結部材３４は、トラス梁３１の下弦材３１１および外周梁３３にヒンジ接合部
３８でヒンジ接合されている。ヒンジ接合部３８は、略水平でかつ連結部材３４の長さ方
向に直交する方向に延びるピン３４１を含んで構成され、連結部材３４は、このピン３４
１を回転軸として、トラス梁３１の下弦材３１１および外周梁３３に対して回転可能とな
っている。
【００２８】
　図１に戻って、内側小梁３２は、トラス梁３１の上端部同士を連結して互いに略平行に
延びる１次小梁３２１と、１次小梁３２１同士を連結する２次小梁３２２と、を備える。
　外側小梁３５は、外周梁３３の上端部とトラス梁３１の上端部とを連結して互いに略平
行に延びる１次小梁３５１と、１次小梁３５１同士を連結する２次小梁３５２と、を備え
る。
【００２９】
　以上の屋根架構３０では、図５および図６に示すように、屋根の自重Ｐがかかると、ト
ラス梁３１の上弦材３１２には圧縮力が生じ、下弦材３１１には、引張力が生じる。また
、連結部材３４には、引張力Ｑが生じて、外周大梁には、圧縮力Ｒが生じる。
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【００３０】
　次に、以上の吊り屋根架構１の構築方法について、図７のフローチャートを参照しなが
ら説明する。
　この吊り屋根架構１は、屋根架構３０の角部３０Ｃから角部３０Ａに向かって構築する
（図１参照）。
　まず、ステップＳ１では、図８に示すように、屋根架構３０の角部３０Ｃからトラス梁
３１の角部３１Ｃまでの部分を構築する。このとき、建て込んだ外周柱２０Ｃを柱受けベ
ント４０で支持するとともに、建て込んだ外周柱２０を柱受け支柱４１で支持する。また
、トラス梁３１の角部３１Ｃを構成するトラス梁仕口部３１４をトラス梁受けベント４２
で支持する。
【００３１】
　具体的には、まず、図９（ａ）に示すように、柱受けベント４０および柱受け支柱４１
を架設する。次に、外周柱２０Ｃを建て込んで、建て込んだ外周柱２０Ｃを、柱受けベン
ト４０で支持する。
　次に、図９（ｂ）に示すように、外周柱２０Ｃに隣接する外周柱２０を建て込んで、こ
の建て込んだ外周柱２０を、柱受け支柱４１で支持する。また、建て込んだ外周柱２０、
２０Ｃ同士の間に、外周梁３３、および外側小梁３５を架設することで、構築した架構体
の構造的安定性を確保する。
【００３２】
　次に、図９（ｃ）に示すように、既に建て込んだ外周柱２０に隣接する外周柱２０を建
て込んで、建て込んだ外周柱２０を、柱受け支柱４１で支持する。また、建て込んだ外周
柱２０同士の間に、外周ブレース２１Ｃ、外周梁３３、および外側小梁３５を架設するこ
とで、構築した架構体の構造的安定性を確保する。
　このように、屋根架構３０の角部３０Ｃから角部３０Ｂに向かって、架構体の構造的安
定性を確保しながら、順に外周柱２０を建て込んでゆく。
【００３３】
　ステップＳ２では、図１０に示すように、トラス梁３１の角部３１Ｂまでの部分を構築
する。このとき、外周柱２０Ｂを柱受けベント４０で支持するとともに、外周柱２０を柱
受け支柱４１で支持する。また、トラス梁３１の角部３１Ｂをトラス梁受けベント４２で
支持する。
　このステップＳ２では、柱受け支柱４１を盛り替えて、その後、屋根架構３０の角部３
０Ｂに向かって、架構体の構造的安定性を確保しながら、ステップＳ１と同様に、順に外
周柱２０を建て込んでゆく。
　ここで、柱受けベント４０およびトラス梁受けベント４２の上端には、図示しない油圧
ジャッキを設け、この油圧ジャッキ上に外周柱２０Ｂの頂部およびトラス梁３１を載置す
る。
【００３４】
　ステップＳ３では、図１１に示すように、トラス梁３１を完成させる。このとき、建て
込んだ外周柱２０を柱受け支柱４１で支持する。また、トラス梁３１の角部３１Ａをトラ
ス梁受けベント４２で支持する。
　具体的には、このステップＳ３では、柱受け支柱４１を盛り替えて、その後、屋根架構
３０の角部３０Ｂから角部３０Ａに向かって、架構体の構造的安定性を確保しながら、ス
テップＳ１と同様に、順に外周柱２０を建て込んでゆく。
【００３５】
　ステップＳ４では、残りの外周柱２０、２０Ａを建て込んで、吊り屋根架構１を完成さ
せる。具体的には、このステップＳ４では、屋根架構３０の角部３０Ａに向かって、架構
体の構造的安定性を確保しながら、ステップＳ１と同様に、順に外周柱２０、２０Ａを建
て込んでゆく。
【００３６】
　ステップＳ５では、柱受け支柱４１を撤去し、その後、柱受けベント４０およびトラス
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梁受けベント４２の油圧ジャッキを駆動して、屋根架構３０をジャッキダウンする。この
とき、屋根架構３０を構成する鉄骨部材の下方への変位量が所定の許容変位量以下になる
ように、ジャッキダウン作業を行う。なお、この屋根架構３０の許容変位量は、基本管理
値は最小スパン長の１／５００であり、極限管理値は最小スパン長の１／３００である。
【００３７】
　次に、上述のステップＳ１～Ｓ４において、斜め柱である外周柱２０を建て込む手順に
ついて、図１２のフローチャートを参照しながら説明する。
　外周柱２０は、三分割されており、直線状に延びる柱脚部２２と、この柱脚部２２の上
から直線状に延びる柱中間部２３と、この柱中間部２３の上に設けられて外周梁３３の一
部となる柱頭部２４と、を備える（図１４参照）。
【００３８】
　まず、ステップＳ１１では、図１３に示すように、床面２上に、外周柱２０の柱脚部２
２を仮支持するための方杖部材５０を設置するとともに、外周柱２０の柱頭部２４を仮支
持するための柱受けベント４０あるいは柱受け支柱４１を設置する。
　方杖部材５０は、床面２上に回転可能に設置されたヒンジ部材５１と、このヒンジ部材
５１の上に設けられて延伸可能なジャッキ５２と、このジャッキ５２の上に設けられて直
線状に延びる支持部材５３と、を備える。
　この方杖部材５０は、柱脚部２１を所定位置で支持するものであるため、ヒンジ部材５
１およびジャッキ５２を適宜調整して、方杖部材５０の先端の位置を所定の位置に設定し
ておく。
【００３９】
　ステップＳ１２では、図１３に示すように、揚重機６０で柱脚部２２を吊り上げて、所
定の位置に建て込む。このとき、柱脚部２２の下端部を床面２に取り付けるとともに、柱
脚部２２の上端部を方杖部材５０で仮支持する。これにより、方杖部材５０が外周柱２０
の中間位置を支持することになる。
　また、図１４に示すように、柱頭部２４を揚重機６０で吊り上げて、柱受けベント４０
あるいは柱受け支柱４１上に配置する。
【００４０】
　ステップＳ１３では、図１４に示すように、柱中間部２３を揚重機６０で吊上げて建て
込む。これにより、外周柱２０を所定位置に建て込むとともに、この外周柱２０と外周梁
３３とを空中で接続する。
【００４１】
　次に、上述のステップＳ１～Ｓ４において、連結部材３４を取り付ける手順について、
図１５のフローチャートを参照しながら説明する。
　初期状態として、図１６に示すように、柱受けベント４０により、外周柱２０の柱頭部
２４を仮支持しておく。
　ステップＳ２１では、トラス梁受けベント４２を設置して、トラス梁３１の角部３１Ｃ
を構成するトラス梁仕口部３１４を、このトラス梁受けベント４２上に配置する。
【００４２】
　ステップＳ２２では、図１６に示すように、連結部材３４およびトラス梁仕口部３１４
を揚重機６０で吊り上げて、これら連結部材３４およびトラス梁仕口部３１４の三次元空
間上の位置および姿勢を光波計測して制御しながら、連結部材３４の一端を外周柱２０の
柱頭部２４に挿入するとともに、連結部材３４の一端をトラス梁仕口部３１４に挿入する
。
【００４３】
　ステップＳ２３では、ピン３４１を取り付けて、連結部材３４と外周柱２０の柱頭部２
４とを互いに回転可能に連結するとともに、連結部材３４とトラス梁仕口部３１４とを互
いに回転可能に連結する。
【００４４】
　すなわち、図１７に示すように、トラス梁仕口部３１４および外周柱２０の柱頭部２４
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には、ピン挿通孔３４２が形成され、連結部材３４には、ピン挿通孔３４３が形成されて
いる。ピン３４１は、これらピン挿通孔３４２およびピン挿通孔３４３に挿通されている
。
　このとき、図１８に示すように、ピン３４１の先端に、先端に向かうに従って細径とな
るピン誘導板３４４を取り付けて、２つのピン挿通孔３４２、３４３に、ピン誘導板３４
４の先端から挿通することで、ピン３４１をピン挿通孔３４２、３４３に誘導して挿通す
る。
【００４５】
　次に、上述のステップＳ１～Ｓ３において、トラス梁３１を構築する手順について、図
１９のフローチャートを参照しながら説明する。
　上述のように。菱形状のトラス梁３１は、４つの直線状のトラス部材３６を含んで構成
される。
　ステップＳ３１では、このトラス部材３６を地上で地組みする。
　ステップＳ３２では、図２０に示すように、この地組したトラス部材３６を揚重機６０
で吊り上げて、トラス梁受けベント４２間に架設して、トラス梁仕口部３１４に接合する
。このようにして、トラス梁３１を空中で組み立てる。
【００４６】
　本実施形態によれば、以下のような効果がある。
　（１）屋根架構３０の中央部に中央屋根架構３７を設け、この中央屋根架構３７を外周
梁３３から連結部材３４を介して吊り下げ支持して、吊り屋根構造とした。よって、中央
屋根架構３７のトラス梁３１に生じる曲げモーメントは、連結部材３４の引張力Ｑに変換
されて外周梁３３に伝達されるので、屋根架構３０の構成部材に作用する曲げモーメント
を低減でき、部材を細径化できる。
　また、屋根架構３０の中央部のみに枠状のトラス梁３１を含む中央屋根架構３７を設け
て大架構屋根を構築したので、少ない部材数で、大空間を実現できる。
　また、屋根架構３０の中央部のみにトラス梁３１を設置するため、トラス梁３１を容易
に架設できるから、工期を短縮できる。また、屋根架構３０の一部にのみトラス梁３１を
設けるので、屋根の端部周辺でも、屋根構造１の室内の天井高さを高くできる。
【００４７】
　（２）斜め柱である外周柱２０を方杖部材５０で支持しつつ、外周梁３３つまり外周柱
２０の柱頭部２４を柱受けベント４０あるいは柱受け支柱４１上に配置することで、外周
柱２０と外周梁３３とを本来の位置で接合する。
　また、トラス梁仕口３１４をトラス梁受けベント４２上に配置することで、本来の位置
に配置し、外周柱２０とこのトラス梁仕口部３１４との間に連結部材３４を架設する。こ
のように、外周柱２０、トラス梁３１、および連結部材３４を、本来の位置である空中で
接続することで、吊り屋根架構１を高精度で組み立てることができる。
【００４８】
　また、屋根架構３０の直下に全面に亘って支保工を設けた場合には、大規模な支保工を
設ける必要があり、工期が長期化する、という問題がある。しかしながら、本発明によれ
ば、柱受けベント４０、柱受け支柱４１、およびトラス梁受けベント４２により、屋根架
構３０の一部のみを支持したので、短い工期で吊り屋根架構１を構築できる。
【００４９】
　（３）回転機能を有するヒンジ部材５１および延伸機能を有するジャッキ５２を備えた
方杖部材５０を用いて、外周柱２０を支持した。よって、１つの方杖部材５０で外周柱２
０の三次元空間上の建込み位置を調整することができる。また、外周柱２０の転倒を防止
しつつ、外周柱２０を所定位置に傾斜させた状態で建て込むことができる。
【００５０】
　（４）ピン３４１の先端にピン誘導板３４４を取り付けて、このピン誘導板３４４によ
りピン３４１のピン挿通孔３４２、３４３への挿入を誘導したので、ピン３４１とピン挿
通孔３４２、３４３との隙間が僅かな場合や、ピン挿通孔３４２、３４３の相対位置が多



(10) JP 2017-179934 A 2017.10.5

10

20

少ずれている場合であっても、ピン３４１を円滑かつ確実にピン挿通孔３４２、３４３に
挿入できる。
【００５１】
　なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　また、上記実施形態では、外周柱２０を三分割しておき、分割した各構成部材を空中で
組み立てたが、これに限らず、外周柱を二分割して空中で組み立ててもよいし、あるいは
、外周柱を地上で地組みした後、建て起こしてもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　１…吊り屋根架構　２…床面
　１０…基礎部　１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ…基礎部の角部
　２０、２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ…外周柱（斜め柱）
　２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃ…外周ブレース材
　２２…柱脚部　２３…柱中間部　２４…柱頭部
　３０…屋根架構　３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ…屋根架構の角部
　３１…トラス梁　３１Ａ、３１Ｂ、３１Ｃ…トラス梁の角部
　３２…内側小梁　３３…外周梁　３４…連結部材　３５…外側小梁　３６…トラス部材
　３７…中央屋根架構　３８…ヒンジ接合部
　４０…柱受けベント　４１…柱受け支柱　４２…トラス梁受けベント
　５０…方杖部材　５１…ヒンジ部材　５２…ジャッキ　５３…支持部材　６０…揚重機
　３１１…下弦材　３１２…上弦材　３１３…斜め材　３１４…トラス梁仕口部
　３２１…１次小梁　３２２…２次小梁　３４１…ピン
　３４２、３４３…ピン挿通孔　
３４４…ピン誘導板　３５１…１次小梁　３５２…２次小梁
【図１】 【図２】
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